
外国人受診者・患者さんの医療費に関する代理受領サービスを開始

～国内医療機関向けメディカルツーリズムソリューション～

株式会社ジェイティービー（東京都品川区）の海外の患者の医療コーディネイト部門で

ある「ジャパン・メディカル＆ヘルスツーリズムセンター」は、日本国内の医療機関に対

し、外国人受診者・患者を受け入れる際の医療費の代行収受を行う「外国人受診者・患者

さん向けの医療費に関する代理受領サービス」を 4 月より開始します。

具体的には、国内医療機関と外国人受診者・患者との間で合意した医療関連費用に関し、

その医療関連費用の代理受領業務を株式会社ジェイティービーが代行するというものであ

り、「クレジットカード」と「海外送金」の 2 つの手段で展開します。外国人受診者・患者

自身も海外にいながらにして簡単に決済できるというメリットをもたらすものです。

導入する国内医療機関からは代理受領に対応する決済サーバーへの登録・使用料として

月額 10,000 円の費用を収受するほか、取引に応じた決済手数料を収受する形でサービスを

展開します。初年度は 10 医療機関のサービス導入を目指してまいります。

なお、本サービスの対応フローは以下の通りです。

代理受領サービスの対応フローイメージ

＜代理受領サービスに関するお問合せ先＞

ジャパン・メディカル＆ヘルスツーリズムセンター

０３－５７９６－５６２０

担当：菅井、松嶋

http://jt-jmhc.com/    jmhc_info@web.jtb.jp

③契約に伴う精算

（日本円でお支払い）

②来日前に支払
外国人患者

①医療費の合意 決済システムによる
クレジットカード決済

現金による海外送金

or


